
３．労災保険の民営化について 

 

 

 

 

（見解） 

１ 労災保険は、 

① 被災労働者等の保護・救済を確実にするために刑事罰により担保されている

事業主の労働基準法上の災害補償責任（同法第７５～８３条）を肩代わりする

もの（同法第８４条）である（一方、自賠責保険は、あくまでも民事上の責任

を担保するものである（交通事故による刑事責任（警察署が関与）とは全くリ

ンクしているものではない）。）から、 

② すべての産業にわたり適用され、事業主すべてが費用を負担している社会保

険として、その運営は国自らが行うこととしているものである。 

２ このため、労災保険は強制保険として、その適用・徴収については、 

○ 未手続事業主に対して職権で保険関係を成立 

○ 保険料を滞納している事業主に対しては、滞納処分により保険料を徴収 

等、強い手段で担保されているところである。これらは権力的行政行為であり、

国自ら執行すべき業務。 

このような性格を有する労災保険を民営化することは困難であるとともに、別添

のような問題点が考えられる。 

労災保険を現行の自賠責保険とほぼ同様のスキームで民営化した場合において貴省が

考えられる問題点及びその理由等について具体的にお示しいただきたい。 








